


【参考】 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から
⽀給される主な助成⾦等の課税関係（例⽰）
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【⽀給の根拠となる法律が⾮課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦（雇用保険臨時特例法７条）
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付⾦（雇用保険臨時特例法７条）

【新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時
特例に関する法律（以下「新型コロナ税特法」といいます。）が⾮課税の根
拠となるもの】
・特別定額給付⾦（新型コロナ税特法4条１号）
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦（新型コロナ税特法４条２号）

【所得税法が⾮課税の根拠となるもの】
〇学資として⽀給される⾦品（所得税法９条１項15号）
・学⽣⽀援緊急給付⾦
〇⼼⾝⼜は資産に加えられた損害について⽀給を受ける相当の⾒舞⾦
（所得税法９条１項17号）

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦
・企業主導型ベビーシッター利用者⽀援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用⽀援事業における助成
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【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付⾦（事業所得者向け）
・家賃⽀援給付⾦
・農林漁業者への経営継続補助⾦
・文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
・東京都の感染拡⼤防⽌協⼒⾦
・雇用調整助成⾦
・小学校休業等対応助成⾦
・小学校休業等対応⽀援⾦

【⼀時所得に区分されるもの】
・持続化給付⾦（給与所得者向け）
・Go Toキャンペーン事業における給付⾦

【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付⾦（雑所得者向け）

（※） 事業所得等の⾦額の計算においては、「総収⼊⾦額」から「必要経費」を差し引
くこととされています。各種給付⾦等の申請⼿続に際して発⽣した費用（⾏政書⼠
に対する報酬料⾦など）は、この必要経費に該当します。


